
別紙３

１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

（３) 特記事項

平成１７年９月１日　大成町、瀬棚町及び北檜山町が合併し、せたな町となる。

人件費削減措置

役職加算を次のように削減。

・係長、主任　　－　4％から0％に削減

・課長補佐等　　－　8％から0％に削減

・課長等、参事　－　10％から0％に削減

役職加算を期末手当と同様に削減。

給料月額を次のとおり削減。

・町　長　－　750,000円から690,000円に削減

・副町長　－　600,000円から552,000円に削減

・教育長　－　550,000円から506,000円に削減

役職加算を次のように削減。

・15％から0％に削減

※病院、診療所の医師は除く。

平成20年度～平成22年度

削減措置実施期間

平成20年度～平成22年度

削 減 内 容項 目

平成20年度～平成21年度

期末手当

5,608113,054

特別職

241,464

給料月額を４．２％削減

5,903702,080179

一般職

24年度

区　分

せたな町の給与・定員管理等について

人　件　費

　　　　　　Ｂ
区　分

9,192 9,186,736

一人当たり

（参考）歳　出　額　

　　　　　　Ａ

実質収支

職員数

23年度の人件費率

人件費率住民基本台帳人口

　　　　　（24年度末） Ｂ／Ａ

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

126,218 1,546,824

　　　　　　　　　　　％

18.0

給与費 B/A

　　　　　　％

（参考）類似団体平均

16.8

千円

一人当たり給与費

千円 千円

　　計　　Ｂ

千円 千円 　　　　　千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

区分

勤勉手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

期末・勤勉手当

人

1,056,598
24年度

給料

期末手当

給料

・区　長　－　487,000円から380,000円に削減
平成20年1月1日から

平成22年3月31日まで

平成19年4月1日から

平成23年9月30日まで
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（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

（５）給与改定の状況

①月例給

円 円 円 ％ ％ ％

（ ％）

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月

　 額である。

②特別給

月 月 月 月 月 月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当

　 及び勤勉手当の年間支給月数である。

国の改定率

405,539 405,463 76 0

（参考）

民間の支給

Ａ－Ｂ （改定率）支給月数　　Ｂ

25年度

公務員の 較差 勧告

3.95 0.00 3.95 3.95

（改定率）Ａ

公務員給与 較差

Ｂ

（参考）

国の改定率

Ａ－Ｂ

区分

人事委員会の勧告

給与改定率民間給与 勧告

3.95

25年度
0.02

0

割合　　　　　Ａ

区分

人事委員会の勧告

給与改定率

(H20.4.1) 

91.7 

(H20.4.1) 

93.9 

(H20.4.1) 

94.2 

(H25.4.1) 

103.1 
(H25.4.1) 

102.9 

(H25.4.1) 

103.2 

（H25.4.1） 

※参考値 

95.3  

（H25.4.1） 

※参考値 

95.1  

（H25.4.1） 

※参考値 

95.4  

(H25.7.1) 

100.4  

(H25.7.1) 

101.5  
(H25.7.1) 

101.4  

90.0

95.0

100.0

105.0

せたな町 類似団体平均 全国町村平均 
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２　一般行政職給料表の状況（２５年４月１日現在）

（単位：円）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

歳 人 円 円 円

平均給与月額

（国ベース）

―

285,500

-

285,500

334,072

272,119

352,500

374,715

312,500

民　　　間 参　　考

対応する民間の類
似職種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

―

― ― ―

49.9 歳 3,272 人
(286,850)

平均給料月額 平均給与月額

― ―

5

(325,400)

317,075

367,668

324,788

292,900

366,170

309,534

302,572

- -

292,9005

5

346

-

312,500

422,600

国 43.1 歳
376,257

(405,463)

公　　務　　員

平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）

平均給与月額

（国ベース）

343,403

365,600322,100

330,736

307,220

(332,446)

396,550

355,898

421,400

６級

135,600 185,800

４級３級

320,600

２級１級

― ― ― ―

―

平均年齢

―

― ― ― ―北海道

―

区　　分

42.6

-

うち用務員

45.4

平均年齢 職 員 数
区　　分

せたな町

―

313,668類似団体

北海道

47.9

50.3

50.4

うちその他技能労務職

うち 用務員

最 高 号 給 の

５級

243,700 315,900 365,500 407,900

222,900 261,900 289,200
１ 号 級 の

給 料 月 額

給 料 月 額

43.7

― ―

― ―

せたな町

北海道

うち その他技能労務職

区　　分

せたな町

国

国

類似団体

類似団体 ―

47.9

― ―
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円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成21～23年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも

　のではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

　　　③高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

④税務職

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

⑤福祉職

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

（国ベース）
平均給料月額

平均給料月額

平均給与月額

304,600

平均給与月額

344,687

参　　　考

39.5 295,000

平均給与月額

（国ベース）

326,266

―

― ― ――

民間（Ｄ）

平均年齢

せたな町

4,866,500

―

43.9

うち用務員

うちその他技能労務職

―

区　　分

―

281,000

せたな町

318,669

(444,869)

43.0

345,923

416,513

319,050

区　　分

299,830

平均年齢

319,100

396,067

350,779

38.0

382,500

365,929

類似団体 40.6

類似団体 330,595

平均給与月額

305,075

―
(374,068)

412,410
国 歳43.3

区　　分

せたな町

北海道

類似団体

（国ベース）

―

――

平均年齢

―

平均給料月額
平均給与月額

平均給与月額

―

Ｃ／Ｄ

304,299
41.1 歳 ―

325,848

42.7

せたな町

区　　分

357,300

公務員（Ｃ）

年収ベース（試算値）の比較

国

―

(368,214)
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⑥看護・保健職

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の

　　　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

     ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法による

　　　　措置がないとした場合の値（減額前）である。

（２）職員の初任給の状況（２５年４月１日現在）

円

円

円 円

円 円

円

円

円

円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

142,848－

185,088

国

135,600

163,987
円

－

41.8

322,551

（国ベース）

344,687

－

267,900

－

短 大 卒

187,016

短 大 ３ 卒

短 大 卒

－

大 学 卒

338,000

せたな町

看護職

399,600

－

－

－

400,300

299,000

133,418

－

－

134,496 円

－

－

－

307,591

高等学校教育職

219,800

－

265,700大 学 卒

高 校 卒

短 大 ３ 卒

大 学 卒 288,400

252,000

298,600

平均給料月額

―

区　　分 平均年齢 平均給与月額

304,299
国

191,600

188,900

大 学 卒

346,200

高 校 卒

45.7

－

一般行政職

180,500

高等学校教育職

－

高 校 卒

中 学 卒

大 学 卒

－

347,951

北海道

技能労務職
中 学 卒

42.5

区　　　　分

区　　　　　分

類似団体

短 大 卒

せたな町

保健職
－

技能労務職

304,300

338,000

－

339,300
看護・保健職

－

395,000

347,900

266,400

経験年数１５年

－

284,600

円

平均給与月額

314,200

歳

経験年数２０年

－

－

－

一般行政職

大学卒

高校卒

172,200

140,100

165,312円

短 大 ３ 卒

経験年数１０年

134,496

(172,200)

(140,100)

(368,214)(325,848)
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（２５年４月１日現在）

（注）１　せたな町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（２）昇給への勤務成績の反映状況

　

　　　　　　　　％

区　分

主事、主事補

14.9

16

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　昇給に係る勤務実績の反映は、昇給の基準に関する要綱に基づき、勤務成績が良好でない職員に
　ついて適用している。

２　級

9.7

　　　　　　　　％

６　級

課長、課長補佐、主幹

職員数

33

35

４　級

　　　　　　　　人

12.7

13

　　　　　　　　人

17

係長

主任、主事、技師

　　　　　　　　人

係長、主任

標 準 的 な 職 務 内 容

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

26.1

構成比

課長、参事

５　級

　　　　　　　　人

24.6

　　　　　　　　％

12.0

　　　　　　　　人

１　級

20

３　級

1級 9.7% 1級 6.5% 1級 4.5% 

2級 12.0% 
2級 12.3% 2級 7.1% 

3級 24.6% 
3級 24.7% 

3級 37.4% 

4級 14.9% 
4級 18.1% 

4級 14.8% 

5級 26.1% 5級 23.2% 5級 20.6% 

6級 12.7% 
6級 15.2% 6級 15.5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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５　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（２４年度） １人当たり平均支給額（２４年度）

千円 千円

（２４年度支給割合） （２４年度支給割合） （２４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算　3～20％ 　・役職段階別加算　　5～20％ 　・役職段階別加算　　5～20％

　・管理職加算　10～25％ 　・管理職加算　10～25％

（注）[　]内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

（２）退職手当（２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　・定年前早期退職特例措置（2％～30％加算） 　・定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２４年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　勧奨退職制度については、平成２２年３月３１日で廃止とした。

（３）地域手当（２５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

札幌市

　　勤勉手当への勤務成績の反映は、勤務成績に基づき次のとおり定めている。
　　ただし、良好でない職員についてのみ運用している。

　　　①勤務成績が特に優秀な職員　　100分の95.5以上100分の155.0以下
　　　②勤務成績が優秀な職員　　　　100分の85.0以上100分の 95.5未満
　　　③勤務成績が良好な職員　　　　100分の74.5
　　　④勤務成績が良好でない職員　　100分の74.5未満

38.955

46.550

―

職制上の段階、職務の級等による加算措置

[0.65]

－

55.86046.550

30.870

1.35

支給対象職員数

1.35

30.870

[0.65]

1.35

23.030

支給実績（２４年度決算）

32.830

55.86055.860

職制上の段階、職務の級等による加算措置

24,610

支給対象地域

１人当たり平均支給額　　　　

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

支給率

せたな町

[0.65]

せたな町

[1.45]

2.60

23.030

32.830 38.955

55.860

2.60

[1.45]

国

北海道

1,349 1,552

2.60

3

55.860

―

国の制度（支給率）

55.860

3

7,228

国

0

[1.45]
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（４）特殊勤務手当（２５年４月１日現在）

（５）時間外勤務手当

千円

　 円

千円

　 円

681 千円支給実績（２４年度決算）

　％

医師手当

　円

主な支給対象業務

虫垂切除点数以上の手術（麻酔
術を加算する。）を施行した場合

25,997

健康診断　5,000円／回
予防接種　8,000円／回

１時間　310円

深夜勤務
　全部　     6,800円／回
　4時間以上　3,300円／回
　2～4時間　 2,900円／回
　2時間未満　2,000円／回

潜水作業手当

病院及び診療所に勤務する
看護師、准看護師、放射線
技師、臨床検査技師及び薬
剤師

看護師、准看護師　10,000円
放射線技師　月額　10,000円
臨床検査技師　月額　10,000円
薬剤師　月額　10,000円

111,117

左記職員に対する支給単価

支給実績（２３年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

病院及び診療所に勤務する
医師

往診料の4割相当額往診手当

19,890

病院及び診療所に勤務する
医師

病院以外の場所で行う集団検診
に従事した場合

潜水器具を着用して潜水深度
20mまでの潜水作業に従事した
場合

正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜において行
われる看護等の業務に従事した
場合

病院及び診療所に勤務する
医師、看護師及び准看護師

集団検診手当

手術手当 病院及び診療所に勤務する
医師

手術料の2割相当額

救急患者の転送等のため救急
車に同乗した場合

１回　1,000円

救急車同乗手当

職員

勤務時間外における救急患者の
処置及び転送等の業務の非常
招集に備え予め待機を指定した
場合

職員

診療及び出張診療並びに健康
管理に関する調査研究に従事し
た場合

火葬作業に従事した場合

病院及び診療所に勤務する
医師

9

227,000

141,288

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

手当の種類（手当数）

救急待機手当

火葬作業手当

支給実績（２４年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員

1.7

夜間看護手当

医務手当
　月額　150,000円以内
出張診療手当
　月額　 50,000円以内
医事研究手当
　月額　200,000円以内

移送先までの距離
　100㎞未満　1,000円／回
　100～200㎞ 1,500円／回
　200㎞以上　2,000円／回

患家の依頼により病院等以外の
場所において診療に従事した場
合

病院及び診療所に勤務する
看護師及び准看護師

職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

8



（６）その他の手当（２５年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

定額

（２４年度決算）

支給職員１人当たり

異なる内容

管理職手当

26,289扶養手当

との異同

同じ

135,298

千円

250,371

手　当　名

支給実績

平均支給年額

管理職員
特別勤務手当

7,507

①正規の勤務時間外又は休日若しくは
　休暇日に宿直又は日直を命ぜられた
　場合
　・1回　4,200円

①管理又は監督の地位にある職員のう
　ち臨時又は緊急の必要その他の公務
　の運営の必要により勤務を要しない
　日又は祝日法による休日若しくは年
　末年始の休日に勤務した場合
　・1回　4,000円～6,000 円

通勤手当

20,448 千円

千円

713

宿日直手当

①配偶者
　・月額　13,000円
②配偶者以外の扶養親族
　・月額　各6,500円（職員に配偶者
　　がない場合、うち1人のみ11,000
　　円）
③扶養親族たる子のうち満15歳に達す
　る日後の最初の4月1日から満22歳に
　達する日以後の最初の3月31日まで
　の間
　・月額　5,000円加算

①借家及び借間
　（家賃の額が月額12,000円を超える
　　場合）
　・家賃が月額23,000円以下の場合
　　　家賃の月額から12,000円を控除
　　　した額
　・家賃が月額23,000円を超える場合
　　　家賃の月額から23,000円を控除
　　　した額の2分の1に11,000円を加
　　　算した額
　　（控除した額の2分の1が16,000円
　　　を超えるときは16,000円）
②自宅の場合
　・1,000円
　　※平成25年度から1,000円

18,763千円異なる

①役職に応じ支給
　（給料月額×支給割合）
　・1種　100分の15
　・2種　100分の12
　・3種　100分の10
　・4種　100分の8
　・5種　100分の6

①1回
　4,000円～
　18,000円

○配偶者等が
　借家・借間に
　居住する単
　身赴任手当
　受給職員
　最高13,500円

○自宅の場合
　　支給なし

千円

千円14,071

838

同じ

異なる

95,025

国の制度と

内 容 及 び 支 給 単 価 （２４年度決算）

国の制度

167,600

352,552

住居手当 異なる

①交通機関等の利用者
　・1ヶ月当たりの運賃等相当額
　　（55,000円を限度に支給）
②自動車等の交通用具使用者
　・片道2㎞以上の通勤距離に応じた
　 月額を毎月支給
　　（2,000円～24,500円）

同じ
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５　特別職の報酬等の状況（２５年４月１日現在）

円 （ 円 ） 円

円 （ 円 ） 円

円 （ 円 ） 円

円 （ 円 ） 円

円 （ 円 ） 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合に

        おける退職手当の見込額である。                                 

議 員

町 長 807,500

220,000

165,000

　　（２４年度支給割合）

364,000

円　／

（１期の手当額）

円　／

　　600,000円×12.936（勤続４年）

議 長

3.95

14,352,800円　

副 議 長

町 長

副 町 長

議 長

　　（２４年度支給割合）

退
職
手
当

町 長

備 考

副 議 長

議 員

副 町 長

135,800

（支給時期）

600,000

円　／

円　／

7,761,600円　

3.95

285,000

235,000

（参考）類似団体における最高／最低額

円　／副 町 長

給
料

報
　
酬

263,000

190,000

365,000

168,100

給 料 月 額 等

670,100

任期毎

363,200

任期毎　　700,000円×20.504（勤続４年）

（算定方式）

区 分

750,000

期
末
手
当
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

一
般
行
政
部
門

計 148 142 △ 6

小計 180 162 △ 18

38 33 △ 5

13

農 水

税 務

△ 1衛 生

△ 242 40

教育部門 32 20 △ 12

人口１万人当たり職員数　　176.24人

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　154.48人

（類似団体の人口１万人当たりの職員数　　122.42人）

その他 15 15 0

[    304    ］

小 計

（類似団体の人口１万人当たりの職員数　　149.73人）

退職不補充による減（△2）
高校閉校に伴う職員減（△10）

職員配置見直しによる減（△1）

＜参考＞

△ 24

80

合 計

民 生

242

[    304    ］ [  　0　 ］

266

病 院

△ 6

商 工

総務

　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門 平成２５年

12 11

平成２４年

対前年
増減数

退職不補充による減（△4）
職員配置見直しによる減（△1）

水 道

△ 1

6

1

6
普
通
会
計
部
門

議 会 2

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

64

3

4

下 水 道

2

86

職 員 数

3

退職不補充による減（△1）

主 な 増 減 理 由

業務範囲の拡大（1）

退職不補充による減（△1）、職員配置見直しによる減（△1）

業務範囲の拡大（2）

0

23 23 0

3 0

3 △ 1

12

職員配置見直しによる減（△1）

退職不補充による減（△5）

12

59 △ 5

14土 木
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（２）年齢別職員構成の状況（２５年４月１日現在）

　

（３）職員数の推移

（単位：人・％）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（ %）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

△ 16.9

△ 6 △ 7.0

△ 39 △ 13.9

△ 17 △ 10.7

△ 16 △ 44.4

281 281 275 275 266 242

86 86 87 90 86 80

195 195 188 185 180 162

32 2036

△ 33

159 159 151 148 148 142

4

人

23歳 43歳

平成２４年 平成２５年

18

人

36

普通会計計

公営企業等会計計

総合計

一般行政

教育 37 37

平成２０年 平成２１年
　　　　　　　年
度
　部　門　別

平成２２年 平成２３年

職員数

区　分

未満

～

40歳28歳

～

32歳 36歳

186 8

20歳

～

31歳

人 人

46

人

～

20歳 24歳 56歳

21

人

3734

過去５年間
の増減数（率）

人 人人

26

人

39歳35歳

～ ～

人 人

59歳 以上

52歳

～～

47歳 51歳

44歳 60歳48歳

計

～ ～

55歳27歳

24

人

242

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

構成比 

５年前の構成比 

% 
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